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要約 
本稿では必要経費についての証明責任について、近時、判例学説の主流的な見

解となっている「事実上の推定」について判例を収集して分析することを試みて
みた。「事実上の推定」がどのように租税訴訟の場で機能しているのかを確認し
たいと考えたからであり、筆者の持論であるアカウンタビリティに基ずく説明
責任とどのように接続できるのかを考察してみたいという気持ちもある。今回
は作業量が膨大のために判例の分析は不十分なままに終わった。課題は次回に
残されている。 

１．必要経費の証明責任について 
(1) 拙稿紀要６号の２．判例の形成過程（昭和２０年代〜３０年代）(2)で引用

した最⾼裁判所第三⼩法廷昭和３８年３⽉３⽇判決（訟⽉９巻５号６６８⾴・税
資３７号１７１⾴） （以下「昭和３８年最判」という）は「所得の存在及びそ
の⾦額について決定庁が⽴証責任を負うことはいうまでもないところである。
しかし、原判決の引用する⼀般判決によれは、上告⼈は、税務官吏の所得の調査
に際し、課税の資料となるべき書類や帳簿を⼀切皆無であると称して提⽰しな
かつたのである。このような場合に、できるだけ合理的な⽅法で推計するよりほ
かないことは原判⽰のとおりである。そして、原判決は、被上告⼈の推計の当否
を判断するため、証拠資料に基いて上告⼈の収⼊、所得を推計しており、その判
断は合理的であつて、少しも違法とすべき点はない。論旨は 憲法三〇条違反を
主張するのであるが、その前提において理由がない。」と述べている。本件は推
計事案であるが、被告課税庁が課税処分取消訴訟の⽴証責任（証明責任）を負う
とした最初の最⾼裁判決であり、所得の存在及びその⾦額について決定庁が⽴
証責任を負うとしている。 
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(2) 泉德治ほか『租税訴訟の審理について(第三版)』では、 
「これを原告が積極的に主張・⽴証しないということは、事情によっては、当該
経費の不存在について事実上の推定が働くものというべきである。例えば、被告
が具体的証拠に基づき⼀定額の経費の存在を明らかにし、これが収⼊との対応
上も通常⼀般的と認められる場合は.これを超える額の必要経費は存在しないも
のと事実上推定されるものというべきでありこのような場合、原告は経費の具
体的内容を明らかにし,ある程度これを合理的に裏付ける程度の⽴証をしなけれ
ば、上記推定を覆すことはできないものといえよう。」 
「このように、収⼊⾦額の存在及び必要経費の不存在の双⽅について被告が⽴
証賁任を負うものとしながら、必要経費の不存在については事実上の推定を適
正に働かせることにより妥当な解決を図っていこうとするのが大⽅の学説・判
例であり、妥当というべきであろう。」 
と説明している。 
 
(3) 必要経費の不存在については事実上の推定が適用された事例 
前掲の昭和３８年最判が「所得の存在及びその⾦額について決定庁が⽴証責

任を負うことはいうまでもないところである」と判⽰しており、最⾼裁判所第三
⼩法廷平成９年１０⽉２８⽇判決／税資２２９号３４０⾴（以下「平成９年最判」
という）が、東京地裁平成６年６⽉２４⽇判決（以下東京地裁平成６年判決とい
う）の「所得の存在について 被告に主張、⽴証責任がある以上、原則として、
被告において、収⼊のみならず 経費についても、被告の主張額以上に経費が存
在しないことを⽴証すべき責任があると解すべきではあるが、更正時には存在
しない、あるいは提出されなかった資料等に基づき、原告が当該⽀出が必要経費
に該当すると主張するときは、当該証拠との距離からみても、原告において経費
該当性を合理的に推認させるに⾜りる程度の具体的な⽴証を⾏わない限り、当
該⽀出が経費に該当しないとの事実上の推定が働くものというべきである。」(控
訴審である東京⾼裁平成 8 年４⽉ 26 ⽇判決税資 216 号 311 ⾴は原判決を引用
している)という判断を⽰したことは、更正処分取消訴訟における⽴証責任の分
配について最⾼裁判決と相反する判断をしているとの上告理由を排斥したもの
である。 
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即ち東京地裁平成６年判決の判断枠組みを、最⾼裁が是認したものと評価で
きる。 
田中晶国教授は 

「最⾼裁は、原審の判断は「引用の判例に抵触するものではない」、として原審
を是認し、上告棄却としている。したがって、最⾼裁としては、⾏政庁に必要経
費の⽴証責任があるという点と上記第⼀審の事実上の推定による事実認定とは
抵触しないと考えていることが推知される。 
平成九年最判の第⼀審は、「更正時には存在しない、あるいは提出されなかっ

た資料等に基づき、原告が当該⽀出が必要経費に該当すると主張するとき」とい
う事情に限定して、事実上の推定をしている」 
と平成九年最判を評価している。 
 
２．平成９年最判以前の裁判例には以下のものがある 
イ 津地⽅裁判所平成３年９⽉２６⽇判決/税資（１〜２４９号）１８６号 
５９８⾴・シュトイエル３６６号２６⾴（要旨） 
「青色申告の承認を受けた納税者の備え付ける帳簿書類の記載内容は適正正確
なものであり、これに記載のない必要経費は存在しないとの事実上の推定を受
け、右経費の存在を主張する者において右推定を覆すに⾜りるだけの⽴証をす
べき必要があるというべきである。 
 よって、原告には、その主張に係る本件単価調整による差額⾦の⽀払いの事実
に対する不存在の事実上の推定を覆すに⾜りる⽴証する必要がある。」 
簿外で単価調整による差額⾦の⽀払いのを⾏った事実が否定されたものである。 
 
ロ 仙台地⽅裁判所平成６年８⽉２９⽇判決／訟⽉４１巻１２号３０９３⾴・税
資２０５号３６５⾴（要旨） 
「貸倒損失は、通常の事業活動によって、必然的に発生する必要経費とは異なり、
事業者が取引の相手⽅の資産状況について十分に注意を払う等合理的な経済活
動を遂⾏している限り、必然的に発生するものではなく、取引の相手⽅の破産等
の特別の事情がない限り生ずることのない、いわば特別の経費というべき性質
のものである上、貸倒損失の不存在という消極的事実の⽴証には相当の困難を
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伴うものである反面、被課税者においては、貸倒損失の内容を熟知し、これに関
する証拠も被課税者が保持しているのが⼀般であるから、被課税者において貸
倒損失となる債権の発生原因、内容、帰属及び回収不能の事実等について具体的
に特定して主張し、貸倒損失の存在をある程度合理的に推認させるに⾜りる⽴
証を⾏わない限り、事実上その不存在が推定されるものと解するのが相当であ
る。」 
 
ハ 東京地⽅裁判所平成６年６⽉２４⽇判決／税資２０１号５４２⾴（要旨） 
「具体的な⽀出が必要経費に該当するか否かが争われている場合には、所得の
存在について被告に主張、⽴証責任がある以上、原則として、被告において、収
⼊のみならず経費についても、被告の主張額以上に経費が存在しないことを⽴
証すべき責任があると解すべきではあるが、更正時には存在しない、あるいは提
出されなかった資料等に基づき、原告が当該⽀出が必要経費に該当すると主張
するときは、当該証拠との距離からみても、原告において経費該当性を合理的に
推認させるに⾜りる程度の具体的な⽴証を⾏わない限り、当該⽀出が経費に該
当しないとの事実上の推定が働くものというべきである。」 
「本件⽀払利息は、原告の業務に直接の関連性を有しないものというべきであ
るから、原告の事業所得の計算上、これを必要経費に算⼊することはできない」 
 
ニ 東京⾼等裁判所平成８年４⽉２６⽇判決／税資２１６号３１１⾴（上記東京
地裁へ生６年判決の控訴審） 
「原判決引用」 
 
ホ 最⾼裁判所第三⼩法廷平成９年１０⽉２８⽇判決／税務訴訟資料（１〜２４
９号）２２９号３４０⾴ 
「右当事者間の東京⾼等裁判所平成六年（⾏コ）第⼀二五号所得税更正処分等取
消請求事件について、同裁判所が平成八年四⽉二六⽇言い渡した判決に対し、上
告⼈から全部破棄を求める旨の上告の申⽴てがあった。よって、当裁判所は次の
とおり判決する。 
主文 
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 本件上告を棄却する。 
 上告費用は上告⼈の負担とする。 
理由 
 上告代理⼈山田二郎、同土屋東⼀、同岩崎淳司、同佐藤貴夫の上告理由につい
て所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙⽰の証拠関係に照らし、正当と
して是認することができ、その過程に所論の違法はない。右判断は、所論引用の
判例に抵触するものではない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事
実の認定を非難するか、又は原判決を正解せず、若しくは独自の見解に⽴って原
判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 
 よって、⾏政事件訴訟法七条、民訴法四〇⼀条、九五条、八九条に従い、裁判
官全員⼀致の意見で、主文のとおり判決する。 
 （裁判長裁判官 尾崎⾏信 裁判官 園部逸夫 裁判官 千種秀夫 裁判官 
山口繁） 
 
上告代理⼈山田二郎、同土屋東⼀、同岩崎淳司、同佐藤貴夫の上告理由 
第⼀ 原判決の事実認定が経験則ないし採証法則に違反している誤りについて 
第二 所得税法三七条の適用の誤りについて 
第三 更正処分取消訴訟における⽴証責任の分配について最⾼裁判決と相反す
る判断をしている誤りについて 
第四 総括 
（中略） 
第三 更正処分取消訴訟における⽴証責任の分配について最⾼裁判決と相反す
る判断をしている誤りについて 
 更正処分取消訴訟と⽴証責任の分配の原則 
 更正処分取消訴訟において、具体的な⽀出が必要経費に該当するか否かが争
われている場合には、所得の存在について税務署長側に主張・⽴証責任がある以
上、税務署長側に、収⼊⾦額のみならず必要経費についても、税務署長の主張額
以上に必要経費が存在しないことについて⽴証責任があると解されている（最
判昭和三八年三⽉三⽇訟⽉九・五・六六八など）。 
 原判決（⼀審判決を引用）は、右最判の見解を前提としながら、「更正時に存
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在しない、あるいは提出されなかった資料等に基づき、上告⼈が当該⽀出が必要
経費に該当すると主張するときは、当該証拠との距離からも、上告⼈において経
費該当性を合理的に推認させるに⾜りる程度の具体的な⽴証を⾏わない限り、
当該⽀出が経費に該当しないとの事実上の推定が働くものというべきである。」
と判⽰している。 
 事業所得のうち借⼊⾦利息のような費用については、その年分に⽀出してい
ることが明らかになれば、事業所得の必要経費に該当することが推認されるも
のである。原判決のいうように、借⼊⾦利息のような費用について事業関連性を
上告⼈側で積極的に主張・⽴証する必要があるというのは、⽴証責任の分配を誤
っているものである。借⼊⾦利息のような費用について、その年分に⽀出したこ
とが明らかとなっているのにその経費該当性を争うときには、むしろ税務署長
側で積極的に経費該当性を覆す主張・⽴証をする必要がある（例えば、借⼊⾦利
子は家事費に⽀出されていることなど）と解すべきであり、このような⽴論が所
得税法の規定に沿った⽴証責任の分配論であるといえる。 
 なお、原判決は、「更正時に存在しないあるいは提出されなかった資料等に基
づき当該⽀出が必要経費に該当することを主張するときは、当該証拠との距離
からみても、上告⼈において経費該当性を合理的に推認させるに⾜りる程度の
具体的な⽴証を⾏わない限り、当該⽀出が経費に該当しないとの事実上の推定
が働く。」と判⽰しているが、本件は、前述のとおり、更正処分では、税務署長
は、「上告⼈は顧客から借⼊⾦利息に相当する額を受領している事実が認められ
る。」という理由で経費該当性を否認しながら、右受領の事実のないことが明ら
かになると、だんだんハードルを上げて、上告⼈に対して収⼊である受取手数料
報酬と借⼊⾦利息との関連性を求めてきたものであり、原判決のいう「証拠との
近い距離」の情況は存在せず、それに本件にこのような⽴論をすることは納税者
の救済に障害を設け、救済手続を閉塞させてしまうものであるといえよう。 
（以下省略）」 
 
3. 必要経費の不存在に関する判例(1) 
イ 名古屋地⽅裁判所平成１５年２⽉１４⽇判決/税務訴訟資料（２５０号〜）２
５３号９２８５順号（要旨） 

租税訴訟における証明責任論再考Ⅳ

p.20



⼀部認容、⼀部棄却 
原告は、Ａの屋号でアパレル商品の販売を業とする自営業者である。 

「必要経費については、既に争点(1)アに対する判断で⽰したとおり、原則とし
て、課税庁がその不存在についての⽴証責任を負担すると解すべきであるが、公
平の見地から、課税庁が、その認定した収⼊を得るに通常必要と見られる経費に
ついて主張⽴証を⾏えば、当該必要経費の不存在について事実上の推定が働く
と解するのが相当であり、この場合に、納税者が、課税庁が主張⽴証する以上の
必要経費の存在を主張する場合には、上記推定を覆すに⾜りる反証を⾏う必要
があるというべきである。」 
「被告による売上原価の否認は、平成４年度の取引〈４〉の 13 万 9050 円につ
いては不当であるが、その余は相当であり、売上原価以外の必要経費（旅費交通
費）の否認は、平成４年分は 24 万円、平成５年分は 74 万円、平成６年分は 64
万円、平成７年分は 14 万円、平成８年分は 14 万円、平成９年分は 54 万円、平
成 10 年度は 64 万円の各部分は不当であるが、その余は相当である。」（売上原
価以外の必要経費の否認は旅費交通費（海外出張の航空機代とホテル代） 
 
ロ 平成１６年９⽉２８⽇名古屋⾼等裁判所判決/税務訴訟資料（２５０号〜） 
２５４号９７５９順号（要旨） 
控訴棄却 
「（１） 必要経費の⽴証責任について 
 控訴⼈は、原判決判⽰のとおり、課税庁が、その認定した収⼊を得るに通常必
要と考えられる経費を主張、⽴証したときは、それを超える必要経費の不存在に
ついて事実上の推定が働くとするのは、必要経費が認められると所得額の減少
により納税額の減少につながるため、課税庁は、必要経費の発生に関心を抱き、
これに関する証拠の収集や保持について質問検査権を⾏使するのが通常である
から、課税庁にとって、⼀定⾦額を超える部分の不存在を具体的に主張、⽴証す
ることは困難とはいえないこと、また、課税庁が認定した収⼊を得るに通常必要
と考えられる経費を主張、⽴証したとする基準が不明確であることなどからす
ると、公平の見地に照らして相当でないと主張する。 
 しかしながら、わが国の租税制度は、いわゆる自己申告主義を採用し、事業を
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⾏う納税者が確定申告を⾏う際には、事業所得に係るその年中の総収⼊⾦額及
び必要経費の内容を記載した書類を当該申告書に添付することが求められてい
る（所得税法１２０条４項）ことなどから、納税者は、必要経費の発生に関する
証拠の収集や保持に努めるのが通常である。そして、課税庁が、当該納税者から
提⽰された資料を基に、通常⾏われる国税調査官による調査を実施することに
よって、その経費を主張、⽴証し、これがその認定した収⼊を得るに通常必要と
考えられる⾦額に相当する場合には、これを超える必要経費の不存在について
事実上の推定が働き、⼀応の⽴証がなされたと解するのが、公平の見地からみて
相当であることは原判決判⽰（原判決４５⾴２６⾏目から４６⾴９⾏目）のとお
りである。そして、上記するところは、課税庁が、必要経費率に相当する⼀定⾦
額の範囲の必要経費を認めさえすれば、当然に事実上の推定を働かせることに
よって、事実上⽴証責任を転換させるとするものではなく、あくまで課税庁が認
定した必要経費が証拠により認められ、それが、当該収⼊を得るに通常必要と考
えられる経費率を下回らなければ、通常の必要経費を控除したことになるので、
それ以上の経費が必要であったことについては納税者に反証をさせるというも
のであるから、公平の見地からして何ら問題はなく、妥当であるというべきであ
る。」 
 
ハ 熊本地⽅裁判所平成１５年６⽉２６⽇判決／税務訴訟資料（２５０号〜） 
２５５号９８８８順号（要旨） 
棄却 
確定 
輸⼊車とビデオテープの仕⼊等の⽀出を認めなかった事例（帳簿に記⼊済みと
認定） 
「課税所得額から控除されるべき必要経費の存否及び 0 額についての⽴証責任
は、原則として課税庁側にあるものと解すべきであるが、必要経費の⽀出は、納
税義務者の直接⽀配する領域内にあり、それ故、納税義務者は当該具体的事実を
熟知していることが通常であること、実額課税である青色申告の場合において
は、これに加えて、納税義務者は、帳簿書類を備え付け、これに個々の取引を記
帳し、その帳簿書類を保存するなどして、事業所得等の⾦額を正確に記録するこ
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とが義務付けられており、かつ、税務署長は、当該帳簿書類について、必要な指
⽰をすることができるものとされていること（法⼈税法 126 条１項、２項参照）
などにかんがみれば、青色申告の納税義務者が、帳簿書類の記載と異なる経費の
主張、すなわち、簿外の必要経費の存在を主張する場合は、当該納税義務者にお
いて、少なくとも必要経費として⽀出した⾦額、⽀払年⽉⽇、⽀払先及び⽀払内
容等の事実につき、具体的に特定した主張をなすべきである。したがって、納税
義務者の側で相当と認められる範囲で上記の主張をなし得ない場合には、当該
必要経費は事実上存在しないものと推定されることもやむを得ないというべき
である。」 
「車両輸⼊仕⼊諸掛につき簿外経費が存在しなかったものと推認するのが相当
であって、原告の主張は、いずれも採用することはできない。」 
「原告は、Ｈ及びＩ以外の公表業者からもＢ型のビデオテープを仕⼊れて、既に
経費として帳簿に記帳しているものと推認され、これを覆すに⾜りる証拠はな
いから、Ｂ型のビデオテープの仕⼊先がかばん屋であることを前提とする原告
の上記簿外仕⼊の主張は、その余の点について判断するまでもなく、採用できな
いといわねばならない。」 
「原告の主張に係る看板の修理費用は、上記の各⽀出項目に含まれ、いずれも帳
簿上処理されているものと推認するのが相当である。」 
「店舗改修代の⽀払を裏付ける資料等も⼀切存在しないのであるから、簿外で
原告主張の店舗改装代が⽀出されたとは認め難いというべきである。」 
 
ニ 福岡地⽅裁判所平成１７年９⽉６⽇／判決／税務訴訟資料（２５０号〜）２
５５号１０１１７順号（要旨） 
棄却 
確定 
「⼀般に必要経費は原告にとって有利な事柄で、かつ原告の⽀配領域内の出来
事であり、原告においてこれを認識し、また証拠資料を整えておくことは困難で
はないから、通常の場合、その主張、⽴証は、原告の⽅が被告に比べはるかに容
易なはずである。したがって、更正時には存在しない、あるいは提出されなかっ
た資料等に基づき、原告が当該⽀出が必要経費に該当すると主張するときは、当

租税訴訟における証明責任論再考Ⅳ

p.23



該証拠との距離からみても、原告において当該経費の具体的内容を明らかにし、
ある程度これを合理的に裏付ける程度の⽴証を⾏わない限り、認定額以上の必
要経費は存在しないとの事実上の推定が働くものというべきである。」 
「以上によれば、本件工事費等の受領書（甲５の２）は、作成名義⼈が真正に作
成したものとは認められず、仮に真正に成⽴したものであるとしても、その内容
に信用性を認めることができず、また、本件工事費等に関する原告の手帳（甲１
０ないし１６）の記載内容、原告本⼈の供述及び証⼈丁の証言内容は、いずれも
信用性を認めることはできない。 
 他に、原告の主張をある程度合理的に裏付ける証拠はない。 
 結局、原告は、本件工事費等の⽀払を合理的に推認させるに⾜りる程度の具体
的な⽴証を⾏ったとはいえず、本件各更正処分で認定された以上の必要経費は
存在しないと認めるのが相当である。 
他に、原告の主張をある程度合理的に裏付ける証拠はない。」 

 
ホ 東京地⽅裁判所平成１９年４⽉２０⽇判決／税資２５７号１０６９８順号
（要旨）  
「ところで、事業所得の算出上、必要経費の存否及びその額についての主張⽴証
責任は、原則として課税庁側にあるものと解すべきであるが、納税者が、更正時
に提出しなかった資料等に基づいて、課税庁の認定した額を超える多額の必要
経費の⽀出を主張するような場合においては、衡平の原則上、納税者側において
当該⽀出が必要経費であることについて具体的に主張⽴証することが必要であ
ると解するのが相当であり、この主張⽴証が⾏われない限り、当該⽀出が必要経
費に該当しないとの事実上の推定が働くものというべきである。」 
「原告は、本件借⼊⾦が必要経費であること、すなわち、事業活動と直接の関連
性を持ち、事業の遂⾏上必要な費用であるということを具体的に主張⽴証して
いるとはいい難いから、結局、本件経費が必要経費に該当しないとの事実上の推
定が働くものといわざるを得ない。したがって、本件借⼊⾦は必要経費ではなく、
本件借⼊⾦利息等も必要経費ではないというべきである。」 
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ヘ 広島地⽅裁判所平成１９年５⽉９⽇判決／税資２５７号１０７０７順号 
（要旨） 
「このように、被告において、具体的証拠に基づき⼀定額の経費の存在を明らか 
にし、これが収⼊との対応上も特段の不自然さが認められないものであるから、 
これを超える額の必要経費は存在しないものと事実上推定されるものというべ 
きであり、原告において、これを超える経費の具体的内容を明らかにして、ある 
程度それを合理的に裏付ける程度の⽴証をしなければ、この推定を覆すことは 
できないというべきである。」 
「原告はＡの事業における収⽀について、少なくとも概括的な認識は有してい 
たと認められるところ、本来原告に有利な経費であるはずの、しかも相当多額の 
接待交際費について、接待交際費１２００万円のうち、平成５年度につき９５１ 
万１８２７円、同６年度につき９５９万００５１円、同７年度につき６３２万２ 
７１９円分の領収書を全く貰わず、またそれを帳簿に記載しないということは 
およそあり得ないと考えられ、この点に関する原告の供述は信用することがで 
きない。また、そのほか本件各年度の年間の接待交際費が１２００万円であった 
ことを認めるに⾜りる的確な証拠はない。」 
 
ト 東京地⽅裁判所平成１９年６⽉１２⽇判決／税資２５７号１０７２５順号
（要旨） 
「原告は、本件処分の取消訴訟においては、本件債権放棄の損⾦性が争点であり、 
処分⾏政庁がその損⾦への算⼊を否定して原告に対する不利益処分である本件 
処分をした以上、処分⾏政庁の側、すなわち被告が、本件債権放棄が寄附⾦に該 
当することを基礎付ける具体的な事実について⽴証責任を負うべきであると主 
張する。しかし、本件債権放棄について貸倒れの事情があるとの主張も⽴証もな 
い本件においては、本件債権放棄は法文上寄附⾦に該当すると事実上推定され 
る。これが寄附⾦に該当しないというためには，前述のとおりの例外的事情の存 
在が必要となるのであり、その⽴証の負担は寄附⾦該当性を否定する者、すなわ 
ち原告が負わなければならない。」 
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チ さいたま地⽅裁判所平成２０年１⽉３０⽇判決／税資２５８号１０８７８ 
順号（要旨） 
「資本⾦の額が１億円を超える法⼈が本件各事業年度において⽀出する交際費
等（交際費、接待費、機密費その他の費用で、法⼈が、その得意先、仕⼊先その
他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する
⾏為のために⽀出するもの）の額は、当該事業年度の所得⾦額の計算上損⾦の額
に算⼊できない（租税特別措置法６１条の４）。そうすると、その⽀出が従業員
の飲食に要した費用であるとしても、かかる費用については、個⼈的な接遇にお
いても⽀出されるのであって、交際費等と区別が必要になることからすると、そ
れらの費用が、どういう場合に、業務と関連し、交際費等に該当せず、損⾦算⼊
が認められるのかが問題となる。この点については、業務に関連する目的で⽀出
されていないもの、社内の⼀定の基準に従って⽀出されていないものや、その額
が会合等の趣旨に照らし社会通念上相当な額を超えるものについては、⼀部の
特定の者だけの飲食に要したものであるか、参加者の個⼈的なものであると認
めるのが相当である。 
 そうであれば、ある⽀出を懇親会費として法⼈の損⾦に算⼊できるかは、通常
各⽀出につき、「いつ」、「誰が」、「誰と」、「どの場所で」、「何の目的で」これを
⾏ったものであるかが明らかにされる必要があるが、当該⽀出が、業務の遂⾏上
必要としたものであり、交際費に該当しないことが帳簿、社内の管理体制や領収
書等に係る関係証拠から推認される場合にも当該⽀出を⾏った内国法⼈の損⾦
の額に算⼊できるというべきである。 
 なお、所得を構成する損⾦の額については、本来、被告に主張、⽴証責任があ
るが、被告は、損⾦の存否に関連する事実に直接関与していないのに対し、原告
はこれに関与しより証拠に近い⽴場にあり、⼀般に、不存在の⽴証は困難である
ことなどに鑑みると、更正処分時に存在し、又は提出された資料等を基に、当該
⽀出を損⾦の額に算⼊することができないと判断される場合には、原告におい
て、上記推認を破る程度の具体的な反証、すなわち、当該⽀出と業務との関連性
を合理的に推認させるに⾜りる具体的な⽴証を⾏わない限り、当該⽀出の損⾦
への算⼊を否定されてもやむを得ないというべきである。」 
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リ 東京⾼等裁判所平成２２年１０⽉２０⽇判決／税資２６０号１１５３６順 
号（要旨） 
「控訴⼈は、原判決は、必要経費についての主張・⽴証責任を控訴⼈に課したに
等しいと主張する。 
 納税者が必要経費として申告した青色事業専従者給与等が必要経費に該当し
ないことの主張・⽴証責任は被控訴⼈にあるが、本件においては、弁護⼠である
控訴⼈が主な業務を営む法律事務所は東京都港区内に存在し、同事務所におい
て⼄の勤務実態はなく、⼄は千葉県柏市内の自宅において控訴⼈の補助的事務
を⾏うに過ぎず、主婦として家事に従事しているというのであるから、⼄が専ら
控訴⼈の事業に従事しているものではないとの事実上の推定が働くことは否定
できない。」 
 
ヌ 平成２４年４⽉２６⽇／静岡地⽅裁判所／民事第２部／判決 
更正処分等取消請求事件税務訴訟資料（２５０号〜）２６２号１１９３９順号
（要旨）棄却確定 
「青色申告による確定申告に際して帳簿が添付されていた場合にはこれに記載
のない必要経費は存在しないとの事実上の推定を受けることになり、これに記
載のない⽀出を必要経費と認めるためには、当該出費が必要経費であることを、
納税者が積極的に⽴証して上記推定を覆さなければならないというべきである。 
 イ しかるところ、原告は、本件確定申告において添付した申告出納簿及び申
告仕訳表には記載していなかった必要経費を本訴において新たに追加・訂正し
ているものの、これらの⽀出は口座を精査して発見したものであると主張する
のみで、それ以外に、これらの添付資料に追記された⽀出が、必要経費として⽀
出されたものであるのかを明らかにする証拠資料を提出しないのであるから、
原告が本訴において新たに主張した⽀出を必要経費と認めることはできない。」 
 
ル 東京⾼等裁判所平成２４年４⽉１０⽇判決／税資２６２号１１９２７順号 
（要旨） 
「ペーパーカンパニーとはいえＢ社というパナマ法⼈が所有する資産を売却し
てフランスで納税し、控除残（法⼈内部留保⾦）を株主に分配するのは、まさに
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配当所得に当たるというべきである。 
もとより、課税庁が主要事実を⼀応推認させる（事実上の推定）に⾜る間接事

実を⽴証した場合には、相手⽅がこの推認を妨げるに⾜る間接事実を⽴証しな
ければならず、この⽴証は主要事実に対しては反証であるが、自らの間接事実に
ついては本証であるところ、この推認（事実上の推定）を覆すに⾜る間接事実が
「特段の事情」である。これを本件についてみるに、本件不動産等の買主である
Ｃ社との間で締結された本件売買予約契約書及び本件売買証書等には、Ｂ社が
本件不動産等の売主である旨記載されているのであるから、特段の事情がない
限り、本件不動産等の譲渡による収益もＢ社に帰属するという説⽰はこの趣旨
であって、⽴証責任を控訴⼈に転嫁するものではない。したがって、この点に関
する控訴⼈の主張も理由がない。」 
 
オ 東京地⽅裁判所平成２５年１２⽉２０⽇判決／税資２６３号１２３５８順 
号（要旨） 
「所得税をその対象に含む申告納税制度の下においては、納税者は、納税義務の
適正かつ円滑な履⾏のため法令の定めるところに従った正しい申告をすること
が前提とされているとともに、いわゆる税務調査に際しては、その所得の⾦額の
算定の基となる取引等の実態を最もよく知るものとして、必要な資料を提⽰し
十分に説明することが期待される⽴場にあると解されること、所得税法が事業
所得を有する納税者に帳簿書類等の備付け等の義務を課していること、事業所
得の⾦額の計算との関係においては、仕⼊れは納税者にとって有利な事実であ
り、その証拠となる書類を受領して保存し、又はそれに関する事項を帳簿書類等
に記録すること等を極めて容易にすることができることからすれば、上記の義
務を負担する納税者が、税務署長が合理的と認められる⽅法により把握した必
要経費以外の費用が帳簿書類等に記録されたところとは別に必要経費として存
在すると主張する場合には、当該納税者においてそのような費用の存在及びそ
の⾦額を含む当該費用の内容につき具体的に主張及び⽴証をする必要があり、
このような主張及び⽴証がされない限り、当該費用については、同法３７条１項
の定める必要経費に該当しないとの事実上の推定が働くものと解するのが相当
である。」 
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「原告の申告により、本件質物台帳の記載との関係において前記(ｳ)に述べたよ
うな事情の見られる本件青色申告決算書に記載された本件各係争年分の「仕⼊
⾦額」の各年分の合計額をあえては否認せず、それをもって、当該各年分の原告
の事業所得の計算上必要経費に算⼊すべき⾦額として把握したことについては、
既に述べた諸事情に照らし、その⽅法において合理的ということができる範囲
内のものであったといえ、それ以外の帳簿書類に記録されていない費用が必要
経費として存在すること及びその⾦額を含むその内容につき、原告において具
体的に主張及び⽴証をしない限り、当該費用については所得税法３７条１項の
定める必要経費に該当しないとの事実上の推定が働くものと解するのが相当で
ある」。 
 
ワ 東京地⽅裁判所平成２６年１⽉１４⽇判決／税資２６４号１２３８２順号 
（要旨） 
「必要経費の存在及び⾦額が所得を算定する上での減算要素であり、納税者に
有利に働く事情であることを併せ考えれば、納税者が青色申告書による申告を
している場合、青色申告書又はその添付書類（損益計算書等）に記載されていな
い必要経費については、納税者において、当該必要経費が存在していることを合
理的に推認させるに⾜りる程度の具体的な⽴証を⾏わない限り、当該必要経費
は存在しないとの事実上の推定が働くものというべきである。 
 被告は、その主張する⾦額を超えて必要経費が存在しないことについて⽴証
責任を負担しているというべきではあるものの、本件招へい費用については、原
告において、その具体的内容を明らかにした上で、本件招へい費用が存在してい
ることを合理的に推認させる程度の具体的な⽴証を⾏わない限り、本件招へい
費用は存在しないとの事実上の推定が働くものというべきである。」 
「フィリピンパブのホステスを集めるために本件招へい費用の存在及び⾦額を
合理的に推認させるに⾜りる程度の具体的な⽴証を⾏っていないものといわざ
るを得ず、簿外経費（本件招へい費用）としての必要経費は存在しないとの事実
上の推定が働くというべきであるから、所得税法上の必要経費として本件招へ
い費用を算⼊することはできない。」 
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カ 名古屋地⽅裁判所平成２６年４⽉２４⽇判決／税資２６４号１２４６２順 
号 （要旨） 
「（訴外）Ｅ供述によって、本件外注費に係る取引が架空取引であったと認める
ことはできないし、被告の指摘する諸事実からこれを推認することもできない。 
したがって、被告の前記主張は、採用することができず、他に本件外注費に係る 
取引が架空取引であったと認めるに⾜りる証拠もない。 
前記１で説⽰したとおり、本件外注費が架空のものであったということはで

きず、これについて、被告が⽴証責任を負う損⾦ないし⽀払対価の不存在を認め
ることはできない。」 
 
ヨ 名古屋⾼等裁判所平成２６年１２⽉１１⽇判決／税資２６４号１２５７４ 
順号 上記名古屋地判の控訴審（要旨） 
「控訴⼈は、更正処分時に存在した資料等に基づき、本件外注費を損⾦及び仕⼊
税額控除の対象とすることができないことが、事実上推認できる場合には、被控
訴⼈らにおいて、本件外注費と業務との関連性を合理的に推認させるに⾜りる
具体的な⽴証を⾏わない限り、本件外注費を損⾦及び仕⼊税額控除の対象とす
ることは否定されるべきであり、被控訴⼈らは、Ｃが役務の提供をした事実につ
いて具体的な⽴証を⾏っておらず、本件外注費を、損⾦算⼊及び仕⼊れ税額控除
の対象とすることは否定されるべきであると主張する。 
 しかし、上記認定説⽰（引用に係る原判決第３の１(3)ア）のとおり、本件外
注費については、Ｃが作成した本件各請求書及び本件各領収書が存在し、被控訴
⼈らにおいて、これに対応する⾦額の⼩切手を振り出し、その控えには⽀払先が
Ｃである旨記載され、これら⼩切手をその都度現⾦化していたこと、被控訴⼈ら
の総勘定元帳の外注費勘定には、Ｃに対する外注費として本件外注費が計上さ
れていたことが認められるのであって、これらの事実からは、被控訴⼈らがＣの
役務の提供に対し、本件外注費を⽀払っていたことが推認されるというべきで
ある。そして、⼄の供述と本件封筒以外には、本件外注費の⽀払や業務との関連
性に疑問を差し挟む余地のある明確な資料はないところ、これらに信用性ない
し証拠価値が認められないことは既に説⽰した（引用に係る原判決第３の１(3)、
本判決第３の４(5)）とおりである。 
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 そうすると、法⼈税法上の損⾦算⼊や消費税法上の仕⼊税額控除の可否に関
する⽴証責任の所在に関し、控訴⼈が主張する理解を前提にしても、本件につい
ては、更正処分時に存在した資料等に基づいて本件外注費を損⾦に算⼊し、仕⼊
税額控除の対象とすることができないことが事実上推認できる場合とはいえな
い。また、被控訴⼈らがＣによる役務の提供（廃棄物の引取り）があったことに
ついて、具体的な⽴証活動を⾏っていることは、記録上も明らかである。」 
「本件外注費については、Ｃが作成した本件各請求書及び本件各領収書が存在
し、被控訴⼈らにおいて、これに対応する⾦額の⼩切手を振り出し、その控えに
は⽀払先がＣである旨記載され、これら⼩切手をその都度現⾦化していたこと、
被控訴⼈らの総勘定元帳の外注費勘定には、Ｃに対する外注費として本件外注
費が計上されていたことが認められるのであって、これらの事実からは、被控訴
⼈らがＣの役務の提供に対し、本件外注費を⽀払っていたことが推認されると
いうべきである。そして、⼄の供述と本件封筒以外には、本件外注費の⽀払や業
務との関連性に疑問を差し挟む余地のある明確な資料はないところ、これらに
信用性ないし証拠価値が認められないことは既に説⽰した（引用に係る原判決
第３の１(3)、本判決第３の４(5)）とおりである。そうすると、法⼈税法上の損
⾦算⼊や消費税法上の仕⼊税額控除の可否に関する⽴証責任の所在に関し、控
訴⼈が主張する理解を前提にしても、本件については、更正処分時に存在した資
料等に基づいて本件外注費を損⾦に算⼊し、仕⼊税額控除の対象とすることが
できないことが事実上推認できる場合とはいえない。 
 
タ 東京⾼等裁判所平成２６年１０⽉２９⽇判決／税資２６４号１２５５４順 
号（要旨） 
「⼀般に、所得税に係る課税処分取消訴訟における所得の存在及びその⾦額は、
原則として処分⾏政庁の属する被告が⽴証責任を負うと解されるところ、納税
者である原告が更正処分の当時に存在せず、あるいは更正処分時に提出しなか
った資料等に基づき必要経費に該当すると主張する場合には、当該証拠との距
離からみても、原告において経費該当性を合理的に推認させるに⾜りる程度の
具体的な⽴証を⾏わない限り、当該⽀出が必要経費に該当しないとの事実上の
推定が働くと解することができる（前記最⾼裁判所平成９年１０⽉２８⽇第三
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⼩法廷判決参照）。 
 (3)これを本件についてみると、控訴⼈が当審において提出する本件領収書等
の文書が本件各係争年分の原処分調査時に存在していたというのであれば、控
訴⼈が本件会社の取締役の地位にあり、その発⾏済株式の全部を保有し、控訴⼈
の配偶者が本件会社の代表取締役であること（争いがない。）及び控訴⼈と本件
会社との間の本件コンサルティング委託契約及び本件会計税務事務委託契約に
よって控訴⼈の所得税の申告及びこれに係る不服申⽴ての作業、税務調査対応
作業等の業務が控訴⼈から本件会社に委託されていることからすると、控訴⼈
は本件会社の保管に係る本件領収書等の原本を資料として提⽰ないし提出する
ことができたにもかかわらず、当該調査時にこれらの提⽰・提出を⼀貫して拒ん
でおり（⼄２の１、弁論の全趣旨）、さらに、原審においても別の法⼈格をもっ
た本件会社の資料は控訴⼈に請求されても提出できないなどと主張してこれら
を提出することなく、当審に至って初めて本件添付資料の写しを提出するに至
ったものであるから（弁論の全趣旨）、本件においても上記(2)の事実上の推定が
働くというべきである。」 
「控訴⼈が当審において初めて提出する本件領収書等の写しは全体として形式
的証拠力及び証明力について疑問が多く、直ちに採用することは困難であり、少
なくとも経費該当性を合理的に推認させるに⾜りる程度の具体的な⽴証である
とは認めることができない。」 
 
レ ⽔⼾地⽅裁判所平成２７年１⽉２９⽇判決／税資２６５号１２５９８順号 
（要旨） 
「イ さらに、原告は、本件商品券各購⼊費用が損⾦の額に算⼊されないことに
つき被告が⽴証責任を負う以上、当該費用の損⾦算⼊を否定するのであれば、被
告において、本件商品券につき原告の役員や従業員が私的に使用したことを積
極的に⽴証するか、少なくともそれを推認するに⾜る事実を⽴証することが必
要であるというべきであるところ、そのような⽴証はなされていない旨主張す
る。 
 本件商品券各購⼊費用が損⾦の額に算⼊されないことにつき被告が⽴証責任
を負うのは原告主張のとおりである。しかしながら、前記アの認定等によれば、
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全証拠によっても、本件商品券の具体的な配布先、配布時期、配布⾦額等は明ら
かとされていない以上、本件商品券の使途は不明であるといわざるを得ず、これ
に加えて、本来であれば本件商品券の具体的な使途やそれに関連する事実につ
き客観的資料によって容易に⽴証し得る⽴場にあるはずの原告からは、そのよ
うな客観的資料は何ら提出されていないことからすれば、本件商品券各購⼊費
用につき業務との関連性がないことが事実上推認されるというべきである。他
⽅、本件商品券各購⼊費用と業務との関連性を合理的に推認させるに⾜りる具
体的な事実についての主張や⽴証は原告によってなされていない。 
 ウ 以上の認定、説⽰を踏まえれば、本件商品券の使途は不明であり、本件商
品券各購⼊費用につき業務との関連性を認めることはできないものといわざる
を得ない。」 
 
ソ 東京⾼等裁判所平成２７年８⽉２６⽇判決／税資２６５号１２７１１順号 
（要旨）上記チの控訴審判決で原判決を引用し、以下の理由を付加し控訴⼈の主
張を排斥したものである。 
「本件商品券の使途が不明であり、本件商品券各購⼊費用につき控訴⼈の業務
との関連性を認めることはできず、本件商品券各購⼊費用を損⾦の額に算⼊す
ることができないことは、前記判断のとおりである。この点、Ｍの代表取締役Ｎ
作成の陳述書（甲２１）には、控訴⼈の主張に沿う内容の記載がされていること
が認められるが、その記載内容を裏付ける受払簿や、個々の配布先、配布⾦額等
を記載したリスト等の客観的な資料は存在しないこと、控訴⼈の主張ないし控
訴⼈代表者の供述は、合理的理由なく度々変遷していて、直ちに採用することが
できないことに照らすと、上記陳述書の記載内容を直ちに採用することはでき
ず、他に本件商品券の使途を具体的に裏付ける的確な証拠はない。」 
 
ツ 東京地⽅裁判所平成２８年２⽉１８⽇判決／税資２６６号１２８０１順号 
（要旨） 
「内国法⼈に対し、事業年度ごとに所得⾦額及び法⼈税額等を記載した申告書
を提出するよう義務付け（７４条１項）、当該申告書には、当該事業年度の貸借
対照表及び損益計算書等の書類を添付しなければならないものとするなど、確
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定した決算に基づいて正しい申告をすべきことを求めている上、損⾦となる費
用の存在が納税者にとって有利な事実であり、その証憑書類を整理・保存し、帳
簿に計上することも容易であることからすれば、原告が損⾦として未申告の簿
外経費が存在すると主張するときは、当該証拠との距離からみても、原告が損⾦
となる簿外経費の存在を合理的に推認させるに⾜りる程度の具体的な反証を⾏
わない限り、当該簿外経費は存在しないとの事実上の推定が働くものというべ
きである。」 
「証拠（⼄２〜１２）及び弁論の全趣旨によれば、原告が主張する貸⾦債権は、
原告の決算書類や帳簿に記載されていなかったと認められるところ、未申告の
簿外の貸倒損失についても、前記６（１）において未申告の簿外経費に関して述
べたことと同様のことがいえるから、原告が損⾦として簿外の貸倒損失が存在
すると主張するときは、当該証拠との距離からみても、原告が損⾦となる貸倒損
失の存在を合理的に推認させるに⾜りる程度の具体的な反証を⾏わない限り、
当該貸倒損失は存在しないとの事実上の推定が働くものというべきである。 
 そこで、以上に述べたところを踏まえ、本件事業年度の所得⾦額の計算上、原
告が主張する未申告の貸倒損失を損⾦の額に算⼊することができるか否かにつ
いて検討することとする。」 
 
ネ 東京地⽅裁判所平成２８年３⽉２９⽇判決／税資２６６号１２８３５順号 
（要旨） 
「（１）国民に対して納税義務を課する課税処分の取消訴訟においては、課税標
準である各種所得の⾦額の証明責任は原則として課税庁の属する国（被告）が負
担していると解すべきであり、課税標準の前提となる所得の⾦額が、収⼊⾦額か
ら必要経費（原価・費用等）を控除する⽅法によって算出されることに照らせば、
被告は、原則として、必要経費（原価・費用等）についても、その主張する⾦額
を超えて必要経費が存在しないことについて証明責任を負担しているというこ
とができる。しかしながら、必要経費（原価・費用等）の存在及び⾦額は、所得
⾦額を算定する上での減算要素であり、納税者に有利に働く事情であることを
併せ考えれば、納税者において、必要経費の内容を具体的に明らかにした上で、
当該必要経費が存在していることを合理的に推認させるに⾜りる程度の具体的
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な⽴証を⾏わない限り、当該必要経費は存在しないとの事実上の推定が働くも
のというべきである。 
 （２）ア 原告は、平成２０事業年度及び平成２１事業年度の各決算期末にお
いて、本件各関連法⼈に対する本件業務委託管理費（合計７３００万円）を計上
しているところ（前提事実（３）ア）、本件全証拠を精査しても、本件業務委託
管理費が本件各関連法⼈のどのような業務に対して⽀払われたものであるかを
具体的に⽰す客観的証拠は存在しない。」 
「以上の検討によれば、本件業務委託管理費が本件委託契約に基づき本件各関
連法⼈による業務に対して⽀払われたものであるということはできず、本件全
証拠を精査しても、原告において、本件業務委託管理費が原告の収益事業に係る
原価・費用等に当たることを合理的に推認させるに⾜りる程度の具体的な⽴証
はされていないといわざるを得ない。そうである以上、本件業務委託管理費は、
原告の収益事業に係る原価・費用等には当たらず、原告の所得⾦額の計算におい
て、本件業務委託管理費を損⾦の額に算⼊することはできない。また、本件委託
契約に基づく業務提供を認めることができない以上、本件業務委託管理費を課
税仕⼊れ（消費税法２条１２号）の額に含めることはできない。」 
 
ナ 東京⾼等裁判所平成２８年１０⽉２５⽇判決／税資２６６号１２９２２順 
号（要旨）（上記ワの控訴審判決、原判決を引用し以下の理由を付加） 
「控訴⼈が主張するところを踏まえて検討してみても、控訴⼈が本件委託契約
に基づき本件各関連法⼈から上記各業務の提供を受けて本件業務委託管理費を
⽀払ったと認めることはできず、本件業務委託管理費が控訴⼈の収益事業に係
る原価・費用等に当たることを合理的に推認させるに⾜りる程度の具体的な⽴
証がされたということはできない。 
 したがって、控訴⼈の上記主張は採用することができない。」 
 
ラ 大阪地⽅裁判所平成２８年１０⽉１３⽇判決／税資２６６号１２９１５順 
号（要旨） 
「課税処分の取消訴訟においては、原則として、被告（課税庁）がその課税要件
事実について主張⽴証責任を負い、譲渡所得の⾦額の計算上控除する資産の取
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得費（所得税法３８条１項）についても、被告がその主張⽴証責任を負うものと
解される。しかし、譲渡所得の⾦額の計算上控除する資産の取得費は、不動産所
得や事業所得における必要経費等と同様、所得算定の減算要素であって納税者
に有利な事柄である上、資産の取得は納税者の⽀配領域内の出来事であるから、
取得費の額の主張⽴証は、通常、納税者たる原告の⽅が被告よりも容易である
（特に、登記又は登録制度がない資産の場合には、被告によるこの点の主張⽴証
は通常極めて困難である。）。したがって、被告が主張する額を超える資産の取得
費が存在することを原告が積極的に主張⽴証しない場合には、上記の額を超え
る資産の取得費が存在しないことが事実上推認されるものと解するのが相当で
ある。 
 そして、所得税基本通達３８－１６は、土地建物以外の資産の譲渡による譲渡
所得の計算上、当該資産の取得費が不明の場合には、本来は当該資産の取得費が
存在しないものとして計算せざるを得ないところ、その不都合から納税者を救
済するため、多くの種類の資産に共通する概算取得費として、長期所有資産であ
る土地建物等との均衡（租税特別措置法３１条の４第１項参照）を考慮し、収⼊
⾦額の５％相当額を資産の取得費とすることを認める趣旨のものと解され、こ
のような取扱いは、納税者に有利な取扱いであり、簡便な計算⽅法として合理性
を有するものと解される。 
 (2) 本件についてみると、原告は、平成２３年分の所得税の確定申告及び修
正申告のいずれにおいても、本件⾦地⾦の売却に係る譲渡所得を申告していな
い（⼄２、３）。また、原告は、本件更正処分等に対する不服申⽴て手続におい
て、本件⾦地⾦の取得に要した⾦額を特定し得る資料を提出しておらず、本件訴
訟においても同様である（⼄６〜９、弁論の全趣旨）。 
 したがって、原告は、被告が主張する本件⾦地⾦の取得費の額（売却代⾦４８
３５万５０００円の５％に相当する２４１万７７５０円）を超える取得費が存
在することを主張⽴証しないから、この額を超える本件⾦地⾦の取得費が存在
しないことが事実上推認されるというべきである。」 
 
ム 大阪地⽅裁判所平成２９年９⽉７⽇判決／税資２６７号１３０５１順号 
（要旨） 
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「課税処分の取消訴訟においては、原則として、被告（課税庁）がその課税要件
事実について主張⽴証責任を負い、不動産所得の⾦額の計算上控除する必要経
費についても、その主張する⾦額を超えて存在しないことにつき主張⽴証責任
を負うものと解される。しかし、必要経費は、所得算定の減算要素であって納税
者に有利な事柄である上、納税者の⽀配領域内の出来事であるから、必要経費該
当性（⽀出の存在及び数額並びに業務との合理的関連性及び業務遂⾏上の必要
性）の主張⽴証は、通常、納税者たる原告の⽅が被告よりもはるかに容易である。
したがって、必要経費該当性につき争いのある⽀出については、原告において、
当該⽀出の具体的内容を明らかにし、その必要経費該当性について相応の⽴証
をする必要があるというべきであり、原告がこれを⾏わない場合には、当該⽀出
が必要経費に該当しないことが事実上推認されるというべきである。」 
「本件業務の遂⾏のため自宅とは別に２部屋（甲２６、２７）を借り受ける必要
性には疑問がある。また、本件各建物につき賃料収⼊が計上されているのは同年
２⽉分までであり（⼄６）、同年４⽉５⽇には最後の賃借⼈の明渡しが完了し（甲
２３）、同年６⽉には本件各建物の解体が終了したというのに（⼄４７、弁論の
全趣旨）、それ以後も不動産所得の必要経費として地代家賃が計上され続けてお
り、そもそも本件業務の遂⾏のため部屋を借り受ける必要があったのか疑問が
ある。そして、原告は、Ｄ及びＥの使用目的や使用⽅法等につき、上記の程度の
抽象的な主張をするにとどまり、本件業務との合理的な関連性や本件業務遂⾏
上の必要性について特段の主張⽴証を⾏わない。 
 したがって、本件各年分の地代家賃については、必要経費に該当しないことが
推認されるというべきである。」 
修繕費、リース料、旅費交通費、損害保険料、外注費及び雑費について以上の

とおり、本件地代家賃等はいずれも必要経費に該当しないと認められるから、本
件地代家賃等の⾦額は、本件各年分に係る不動産所得の計算上、必要経費に算⼊
することができないと判断された。 
 
 ヰ 大阪⾼等裁判所平成３０年５⽉１８⽇判決／税資２６８号１３１５４順号 
（要旨）上記タの判決の控訴審、原判決を引用し当審における控訴⼈の補⾜的主
張に対する判断を付加。 
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「控訴⼈は、必要経費の⽴証責任について、前記第２の４(1)イのとおり主張す
る。しかし、必要経費該当性につき争いのある⽀出については、控訴⼈において
当該⽀出の具体的内容を明らかにし、その必要経費該当性について相応の⽴証
をする必要があるというべきであり、控訴⼈がこれを⾏わない場合には、当該⽀
出が必要経費に該当しないことが推認されることや、本件火災により証拠書類
が消失したと認めることができないことは、前記１のとおり補正した上で引用
した原判決「事実及び理由」欄第３の１(2)、(4)アで判⽰したとおりである。控
訴⼈の上記主張を採用することはできない。」 
 
4. 必要経費の不存在に関する裁判例(2) 
 (1) 事実上の推定の適用局面 
イ 福岡地⽅裁判所平成３０年５⽉２４⽇判決／税務訴訟資料（２５０号〜） ２
６８号１３１５５順号 （要旨） 
「１ 争点１（本件現⾦仕⼊れが架空のものであったか否か）について  
（１） 前記事実によれば、本件現⾦仕⼊れについては、本件領収証が作成され、
これに基づき、会計処理が⾏われていたことが認められる。また、甲共３９、⼄ 
共７の１、同１４、３６及び弁論の全趣旨によれば、福岡営業所では、本件現⾦ 
仕⼊れのうち同営業所でされたものについて、同営業所長が売上伝票、メモない 
し納品書（以下、本件領収証等というとき、これらメモないし納品書等を含む。） 
を作成し、これに基づき、会計処理が⾏われていたことが認められる。 しかし
ながら、前記事実、甲共３９、⼄共１４及び弁論の全趣旨によれば、本件領収証
等は、本件現⾦仕⼊れに係る取引が⾏われた後、本件各営業所長が作成したもの
であり、当該取引の売主である販売業者が作成したものではないので、それに記
載された取引の存在及び内容を証する客観的な資料であるということはできな
い。したがって、本件領収証等から直ちに、本件現⾦仕⼊れが⾏われたと認める
ことはできない。」 
「これらの証拠部分によれば、本件物品出納帳の記載は、本件領収証等に基づい
て⾏われた ことになる。しかしながら、前記のとおり、本件領収証等は、それ
に記載された取引の存在及び内容を証する客観的な資料であるということはで
きず、上記証拠部分における会計処理の過程において、ほかに本件現⾦仕⼊れの
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存在及び内容について客観的な資料があると認めるに⾜りない。そうすると、本
件物品出納帳のうち本件現⾦仕⼊れに係る部分は、客観的な資料に基づかない
で記載されたものであると言わざるを得ない。」 
「このように、現⾦仕⼊れによる活イセ南アの仕⼊れがなかった期には活イセ
南アの廃棄がほぼ発生しなかったが、現⾦仕⼊れによる活イセ南アの仕⼊れが
あった期には相当量の廃棄があり、本件全証拠によっても、本件現⾦仕⼊れがあ
った⽉（上記①）又は期間と本 25 件現⾦仕⼊れがなかった⽉又は期間でこの
ような廃棄数量にばらつきが生ずべき合理的な 理由は見出せないことからす
れば、本件現⾦仕⼊れは架空の取引であり、いったん仕⼊れたものとして計上さ
れた商品が、廃棄されたものとして、実地棚卸数量との整合性が図られたことが
推認される。この点、原告Ａは、本件現⾦仕⼊れが全て架空であるとすれば、本
件現⾦仕⼊れの数量 以上の廃棄が生じていなければならないところ、本件現⾦
仕⼊れの数量は廃棄数量を上回っている旨主張する。しかしながら、⼄共６、２
２には在庫数量が合わない場合には、加工処理や廃棄処理により架空仕⼊れ分
の在庫を減らしたり、原告本社で仕⼊分の数量を調整し又は原告本社の在庫数
量を調整したりする等の⽅法で在庫を合わせているとする部分があり、⼄共４
４には、活イセ南アが各⽉末に、廃棄され又は冷凍加工された旨の記載が ある
ことによれば、長崎営業所では、廃棄以外の⽅法で、在庫数量が調整されていた
可能性を否定できないので、原告Ａの上記主張は、前記推認を覆すに⾜りない。  
なお、原告らは、事実上の推定について詳細な主張をするが、事実上の推定と

は、裁判官が心証を形成する過程で経験則を適用して、ある事実から他の事実を
推認することをいい、裁判官の自由心証の⼀作用であるので、その適用が制限さ
れると解することはできない。仮に原告らの主張が課税庁の判断の在り⽅を論
ずるものであったとしても、抗告訴訟では、裁判所が本件各処分の違法性の有無
を審理判断するのであるから、それが本件訴訟における審理判断に当然妥当す
るということはできず、結局、本件における具体的な証拠の評価や経験則の適用
に関する主張と解することにならざるを得ない。」 
「以上によれば、本件各営業所の物品出納帳について個別に検討しても、その記
載に信用性があるということはできない。」 
「本件領収証等及び本件物品出納帳の信用性は乏しく、これらに基づいて本件
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現⾦仕⼊れがされたことを認定することはできず、本件税務調査における原告
ら代表者及び本件各営業所長等の供述からも本件現⾦仕⼊れがされたことを認
めることができず、かえって、本件現⾦仕⼊れが架空取引であると推認され、こ
れを覆すに⾜りる証拠はないので、原告Ａ法⼈税各更正処分及び原告Ｃ法⼈税
各更正処分は適法であったというべきである」  
 本件領収証等は売主ではなく原告の営業所長が作成したものであり、本件物
品出納帳の記載は、本件領収証等に基づいているので本件各営業所の物品出納
帳について個別に検討しても、その記載に信用性があるということはできない
というのが本件地裁判決のコアな部分である。 
 
ロ 福岡⾼等裁判所令和１年１１⽉６⽇判決／税資２６９号１３３３８順号 
（要旨） 上記ハの控訴審判決で原処分の⼀部取消（現⾦仕⼊の約８割を認容）  
「３ 争点（１）（本件現⾦仕⼊れが架空のものであったか否か。）について 
 （１） 本件各処分は、いずれも本件現⾦仕⼊れが実体のない架空の仕⼊れであ 
ることを前提にしてなされたものである。しかし、控訴⼈らから他の業者等への
海産物等の売上げと対価としての代⾦徴収が、控訴⼈らの商品管理システムの
とおりであったことは、被控訴⼈も争うことを明らかにしていない。このことは、
本件現⾦仕⼊れ及びその他の仕⼊れの結果として、商品である海産物等の在庫
が上記システムのデータどおり存在したことを推認させるものである。したが
って、仮に被控訴⼈の主張するように本件現⾦仕⼊れがリベート⾦等をねん出
する目的の架空仕⼊れであったならば、その後のいずれかの時点で何らかの手
段により帳簿と実際の在庫の差を調整・解消させなければならないが、調整・解
消の手段としては架空の廃棄と後記（４）の控訴⼈本社等への移送の作出以外に
は容易に想到することができない。被控訴⼈が主張する加工などで記在庫差を
解消させることはできないと考えられる。しかるに、控訴⼈らの各営業所全体と
しては、本件現⾦仕⼊れの総量より廃棄総量が下回っていることは明らかであ
る（⼄共４４〜５０など）ところ、これについて被控訴⼈からは⾸肯し得る反論
がされていないものといわざるを得ない。 
 （２） そもそも、本件現⾦仕⼊れは、売上原価に関するものであるから、その 
存否に係る主張⽴証責任は、被控訴⼈が負うものと解すべきである。被控訴⼈は、 
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本件現⾦仕⼊れが全て架空であることを具体的に主張⽴証しなければならない。 
しかし、被控訴⼈が本件現⾦仕⼊れに係る取引の不自然性、不合理性を具体的 
に主張⽴証するのは、本件現⾦仕⼊れのうち約１８．９９％の取引にとどまり、 
その余の約８１．０１％については、具体的な主張⽴証をしていない（原審にお 
ける控訴⼈らの原告第１準備書面及び被控訴⼈の第３準備書面等参照）。そうす 
ると、この約８１．０１％の取引については、いわゆる事実上の推定が適用され 
る前提を⽋くものといえる。被控訴⼈は、本件物品出納帳の記載の全体としての
信用性について、これが低いものである旨縷々主張する。しかし、この主張は、
控訴⼈らがした反証の証明力が低いということをいうにとどまるものであって、
被控訴⼈側の具体的な主張⽴証に替わるものではない。そして、本件現⾦仕⼊れ
のうちその不自然性、不合理性について具体的な指摘をしない約８１．０１％の
取引については、その取引のために⽀払われた控訴⼈らからの出⾦やその取引
に基づく売上げについても具体的に争っていない。したがって、本件においては、
本件現⾦仕⼊れのうちその不自然性、不合理性について具体的な指摘をしない
約８１．０１％の取引については、これが架空のものであることの⽴証が十分に
はされていないというほかなく、架空取引であるとして損⾦計上の対象としな
いことはできないというべきである。」  
「また、控訴⼈らは、被控訴⼈から求められた商品管理システムに関する電子デ 
ータの提供を合理的な理由もなく拒んだり（⼄共９）、本件税務調査において、 
平成２３年１２⽉期の活イセ南ア１万６９５１匹の売上げが判明しない点を指 
摘された際に「カット・婚礼」や「グラタン」用の商品として販売した旨述べた 
（⼄共１１）が、請求書の記載（トリスタン４４尾グラタン・⼄共１８）や販売 
先の担当者の供述（⼄共１７〜２０）と⽭盾することが判明した後は、上記請求 
書における産地の記載を削除し（⼄共２４）、自らの説明と整合する証拠を作出 
しようとするなど⼀定の隠滅⾏為を試みていることも看過することはできない。
控訴⼈らは、被控訴⼈が過去の税務調査において、浜買い、バッタ買いを承認 し
ていた旨主張する。しかし、前記の浜買い、バッタ買いという取引の異常性に鑑
みれば、被控訴⼈の⽅においてこれを否認するに⾜りる根拠が⾜りなかっただ
けであり、積極的にこれを承認したものと認めることはできない。以上によれば、
後記（４）の個別の営業所ごとの検討においても改めて説⽰するが、結論として
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は、上記約１８．９９％の取引については、基本的には、被控訴⼈による具体的
な主張⽴証がされており、これに対する控訴⼈らの反証は十分でないと認めら
れるから、架空の仕⼊れであるというべきである。ただし、これらの取引のうち、
本件現⾦仕⼊れによる仕⼊れの量がその仕⼊れ後の廃棄の量を大幅に上回って
いる場合（後記の長崎営業所の取引）、その差額に相当する現⾦仕⼊れが存在し
ないと説明することは困難であるから、その差額の部分に関しては現⾦仕⼊れ
が存在しないと認めることはできない。」 
⼀審判決との相違は、控訴⼈らの商品管理システムについては被控訴⼈も争

っていないのであり、本件現⾦仕⼊れ及びその他の仕⼊れの結果として、商品で
ある海産物等の在庫が上記システムのデータどおり存在したことを推認させる
ものであると述べている。そして被控訴⼈が本件現⾦仕⼊れに係る取引の不自
然性、不合理性を具体的に主張⽴証するのは、本件現⾦仕⼊れのうち約１８．９
９％の取引にとどまり、現⾦仕⼊れのうちその不自然性、不合理性について具体
的な指摘をしない約８１．０１％の取引については、これが架空のものであるこ
との⽴証が十分にはされていないことから、架空取引であるとして損⾦計上の
対象としないことはできないと判断している。 
 
ハ 広島地⽅裁判所令和２年３⽉１８⽇判決／税資２７０号１３４００順号 
（要旨） 
「所得を構成する損⾦の額については被告が主張・⽴証責任を負うから、具体的
な⽀出が損⾦の額に算⼊されるかが争われた場合は、被告において、その主張す
る額以上に損⾦が存在しないことを主張・⽴証すべきである。」 
 
ニ 広島⾼等裁判所令和２年１２⽉１６⽇判決／税資２７０号１３４９９順号 
（上記タの控訴審判決、控訴⼈の主張に対する判断） 
「控訴⼈は、〈１〉本件各⾦員の⽀出は、帳簿上記載のあるコンサルタント業務
契約に基づくもので、いわゆる簿外経費や使途不明⾦とは異なること、〈２〉被
控訴⼈が強力な税務調査権限を有していることを踏まえると、本件のような事
案には、本件各⾦員の⽀出について損⾦の額に算⼊することができないことが
事実上推認され、控訴⼈において、本件各⾦員の⽀出と業務との関連性を合理的
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に推認させるに⾜りる具体的な⽴証を⾏うべきとする考え⽅（事実上の推定論）
は妥当しないと主張する。 
 しかし、上記〈１〉については、控訴⼈の主張は、丙を受託者とするコンサル
タント業務が、本件各契約書及び本件各領収書の記載をもって、帳簿書類に記載
されていることを前提とした主張と解されるところ、本件各契約書の記載をも
って控訴⼈と丙との間のコンサルタント業務契約の記載があると認められない
ことや、本件各領収書をもって丙に対する必要経費（工事原価）の⽀払がされた
と認めることができないことは前記アのとおりである。そして、本件各⾦員の⽀
出について帳簿に記載されているのと異なり、真実は、丙の⾏ったコンサルタン
ト業務の対価としての⽀払であったとして、これを損⾦として主張するのは、簿
外経費を主張することにほかならない。また、上記〈２〉についても、必要経費
の存否及び額についての⽴証責任は、原則として課税庁側にあると解すべきで
あるものの、必要経費の⽀出は、納税義務者の直接⽀配する領域内になり、納税
義務者は当該具体的事実を熟知していることが通常であるし、実額課税である
青色申告の場合においては、これに加えて納税義務者は、帳簿書類を備え付け、
これに個々の取引を記帳し、その帳簿書類を保存するなどして、事業所得等の⾦
額を正確に記録することが義務付けられており、かつ税務署長は、当該帳簿書類
について、必要な指⽰をすることができるものとされていること（法⼈税法１２
６条１項、２項参照）などに鑑みると、青色申告の納税義務者である控訴⼈が、
帳簿書類の記載と異なる経費の主張（簿外経費の存在の主張）をする場合には、
控訴⼈において、必要経費として⽀出した⾦額、⽀払年⽉⽇、⽀払先及び⽀払内
容等の事実につき、具体的に特定して主張⽴証をし、業務との関連性についても
主張⽴証すべきあって、仮に控訴⼈において、上記の主張⽴証をすることができ
ない場合には、業務との関連性が否定され、当該必要経費は事実上存在しないも
のと推定されることもやむを得ないというべきである。 
 したがって、控訴⼈の上記主張を採用することはできない。」 
 
ホ 宇都宮地⽅裁判所令和３年１２⽉２３⽇判決/税資（２５０号〜）２７１号 
１３６４９順号（要旨） 
「（３） 争点２の１（第２外注費及び第３外注費が損⾦の額に算⼊すべき⾦額
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に当たらないか） 
 ア 法⼈税法２２条１項は、内国法⼈の各事業年度の所得の⾦額は、当該事業
年度の益⾦の額から当該事業年度の損⾦の額を控除した⾦額とする旨規定する。
そして、同条３項は、内国法⼈の各事業年度の所得の⾦額の計算上当該事業年度
の損⾦の額に算⼊すべき⾦額は、別段の定めがあるものを除き、同項各号の掲げ
るものとすることを規定し、同項１号は当該事業年度の収益に係る売上原価、完
成工事原価その他これらに準ずる原価の額を、同項２号は当該事業年度の販売
費、⼀般管理費その他の費用（償却費以外の費用で当該事業年度終了の⽇までに
債務の確定しないものを除く。）の額を、同項３号は当該事業年度の損失の額で
資本等取引以外の取引に係るものを、それぞれ掲げる。これらの規定に照らせば、
内国法⼈の所得⾦額の計算上、損⾦の額に算⼊することができる⽀出は、当該法
⼈の業務の遂⾏上必要と認められるものでなければならず、⽀出のうち、使途の
確認ができず、業務との関連性の有無が明らかでないものについては、損⾦の額
の算⼊することができないというべきである。 
 ところで、所得を構成する損⾦の額については、本来、国が主張、⽴証責任を
負うべきものであるから、具体的な⽀出が損⾦の額に算⼊されるべきか否かが
争われている場合には、国において、その主張額以上に損⾦が存在しないことを
主張、⽴証すべきである。もっとも、国は損⾦の存否に関連する事実に直接関与
していないのに対し、納税義務者はより証拠に近い⽴場にいること、⼀般に、不
存在の⽴証は困難であることなどに鑑みると、更正処分等の時に存在し、又は提
出された基礎資料から、当該⽀出を損⾦の額に算⼊することができないことが
事実上推定される場合には、納税義務者において、この推定を破る程度の具体的
な反証、すなわち、当該⽀出の存在と業務との関連性を合理的に推認させるに⾜
りる具体的な⽴証を⾏わない限り、当該⽀出の損⾦への算⼊は否定されるとい
うべきである。 
 イ これを本件についてみるに、第２外注費及び第３外注費については、本来
⽀出の相手⽅が記載されるべき総勘定元帳の摘要欄は空欄となっていること
（前記争いのない事実等（２）イ（イ）及び（ウ））、第２外注費及び第３外注費
の実在及び業務関連性の裏付けとなるべき契約書、請書、請求書、領収書、見積
書、工事台帳、工程表、作業⽇報などの客観的な書類が存在しないこと（弁論の
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全趣旨）から、第２外注費及び第３外注費の⽀出を損⾦の額に算⼊することがで
きないことが事実上推定される。そして、原告において、上記⽀出の存在及び原
告の業務との関連性を合理的に推認させるに⾜りる具体的な⽴証は⾏われてい
ない。 
 以上によれば、第２外注費及び第３外注費については、損⾦の額に算⼊すべき
⾦額には当たらないと認められる。」 
「（５） 争点３（第７外注費が損⾦の額に算⼊すべき⾦額に当たらないか） 
 ア 第７外注費の総勘定元帳の概要欄は「Ｋ」となっているところ、原告の平
成２８年４⽉期の法⼈税確定申告書に添付された「買掛⾦（未払⾦・未払費用）
の内訳書」（⼄２１）に、相手先の名称を「Ｋ」、所在地を「芳賀郡Ｐ」とする第
７外注費と同額の未払費用の記載があったものの、同住所は存在しないこと（前
記認定事実（２）ウ）、Ｋと所在地及び法⼈名が類似する有限会社Ｌについては、
同社の代表者が、原告又はＤと取引したことを否定していること（前記認定事実
（２）ウ）、第７外注費の実在及び業務関連性の裏付けとなるべき契約書、請書、
請求書、領収書、見積書、工事台帳、工程表、作業⽇報などの客観的な書類が存
在しないこと（弁論の全趣旨）から、第７外注費の⽀出を損⾦の額に算⼊するこ
とができないことが事実上推定される。 
 イ 原告は、第７外注費がＦ又はＤに対する●●の宅地造成工事の土砂搬⼊
代⾦の⽀払であるとした上で、第７外注費の領収書が存在しないことについて、
第７外注費は、Ｆ又はＤに⽀払われるべきものであったが、実際には、本件代表
者のＦに対する貸⾦債権と相殺された（厳密には相殺ではないが、双⽅の債権を
いずれも消滅させることとした。）ため、領収書等は作成されなかったと主張し、
Ｆもこれに沿う供述をするが、当該主張の前提となる本件代表者のＦに対する
貸⾦債権の存在をうかがわせる客観的な証拠すら存在せず、その他にも、上記主
張を裏付ける的確な証拠は皆無である。 
 原告は、第７外注費の総勘定元帳の摘要欄にＦ又はＤではなくＫと記載した
理由について、本件代表者が、ダンプ屋の「手配師」を⾏っていたＮから「Ｋと
いうところがメインで動いたようですよ」と言われて、安易にその名を記載した
ものであると主張し、Ｎもこれに沿う供述をするが、Ｆ又はＤの記載を殊更に忌
避する事情も見当たらない以上、そのような記載理由の主張自体不合理という
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他ない。さらに言うと、本件調査において、本件代表者は、第７外注費の裏付け
資料として手書きの第７外注費メモを提出し、もっとも、その作成者や作成の経
緯については本件調査担当職員らに回答せずにいたことが認められるが、かか
る本件代表者の⾏動は、第７外注費がＦ又はＤに対する●●の宅地造成工事の
土砂搬⼊代⾦の⽀払である事実と明らかに符合しない。 
 その他にみても、第７外注費の⽀出の存在及び原告の業務との関連性を合理
的に推認させるに⾜りる具体的な⽴証はない。 
 ウ 以上によれば、第７外注費については、損⾦の額に算⼊すべき⾦額には当
たらないと認められる。」 
 
 (2) 裁判例の構成と比較 
イ 宇都宮地裁判決と福岡⾼裁判決 
宇都宮地裁判決と福岡⾼裁判決との比較 
宇都宮地裁判決は、本来⽀出の相手⽅が記載されるべき総勘定元帳の摘要欄

は空欄となっていること、第２外注費及び第３外注費の実在及び業務関連性の
裏付けとなるべき契約書、請書、請求書、領収書、見積書、工事台帳、工程表、
作業⽇報などの客観的な書類が存在しないこと（弁論の全趣旨）から、第２外注
費及び第３外注費の⽀出を損⾦の額に算⼊することができないことが事実上推
定されるとしている。 
福岡⾼裁判決は現⾦仕⼊れに係る取引の不自然性、不合理性を具体的に主張

⽴証するのは、本件現⾦仕⼊れのうち約１８．９９％の取引についてであり、そ
の余の約８１．０１％については、具体的な主張⽴証をしていないのでから、こ
の約８１．０１％の取引については、いわゆる事実上の推定が適用される前提を
⽋くと判⽰している。 

 
 ロ 判決の評価 
山本洋⼀郎弁護⼠は、福岡⾼裁判決の判例評釈において 

「必要経費ないし損⾦の額にかかる⽴証責任は国が負うことを前提としつつ、 
A 適用場而が特殊な科目か否か 
B 国が、事実上の推認ができる程度の具体的な主張⽴証をしているか否か 
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C これに対して納税者が•業務との関連性を合理的に推認させるに⾜る反証 
をしているか否か 
の三つの要素に着目して「事実上の推定」 論の適否を判定しているものと考え
られる。」 
「この判断は、「事実上の推定」論のうち、上記アの B の要素(事実上の推定がで
きる程度の国の具体的な主張•⽴証があるか) に着目し、かつ、上記 1(2)の「必
要経費」の⾦額は各個別の取引毎に判定するべきとの理解に⽴って、(各個別の
取引毎の判定を怠って、1 年分の取引全体について信用できるかどうかを判定し
てしまった⼀審判決を破棄して)各個別の取引毎に具体的な主 張がない場合(部
分)は「事実上の推定の前提を⽋く」と判決したものと評価できる。」３と述べて
いる。 
 必要経費の⾦額は個別に判断するべきというのは、前記の宇都宮地裁判決や
名古屋⾼裁平成２６年判決と同じ論理構成である。本件判決に違和感があるの
は、判決でも認定しているように、控訴⼈らは、被控訴⼈から求められた商品管
理システムに関する電子デ ータの提供を合理的な理由もなく拒んだり（⼄共
９）、自らの説明と整合する証拠を作出しようとするなど⼀定の隠滅⾏為を試み
ていることである。現⾦仕⼊れのうちその不自然性、不合理性について具体的な
指摘をしたのは約１８．９９％の取引にとどまり、残余の約８１．０１％は指摘
されなかったが、残余部分にも不自然、不合理な現⾦取引があったのではないか
という懸念である。 
山本洋⼀郎弁護⼠は 

「とりわけ、税務訴訟にこの「事実上の推定」論を適用するに当たっては、もと
もと、課税庁には.法律に基づく強大な税務調査権限が法定されている（その対
象者は、納税者自身はもとより、その従業員、取引先、⾦融機関等広汎に及び、
かつその内容は、証拠資料の提出義務、質問に対する答弁義務に及びそれら義務
の履⾏が罰則をもつて強制されている。）ので、課税庁に証拠収集能力が⽋ける
ところはないのであるから、「事実上の推定」論を適用して安易に⽴証責任の軽
減を図るべきではない。」４ 
と述べている。 
 しかしながら、本件法⼈は全国に１０か所の営業所を展開しており（子法⼈１
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か所）、調査にも非協力だったと想像されるところ、現⾦取引を１００％近く解
明することは困難であったと考えられる。課税資料は納税者の⽀配する領域内
に存在するということを看過してはならない。（以下続く） 
 
  
注釈 
１ 泉德治ほか『租税訴訟の審理について(第三版)』(法曹会・２０１８) 
２ 田中晶国「所得税法における要件事実——収⼊⾦額および必要経費の主張・ 
⽴証とその推認構造—」（法政研究８６巻３号 77 ⾴） 

３ 山本洋⼀郎「税務訴訟における「事実上の推定」論の適用とその限界」（税
法学５８４号２６８⾴以下） 
４ 山本前掲注３・２６７⾴ 
 
文献略語 
税資・税務訴訟資料 
訟⽉・訟務⽉報 
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